
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 86 年（昭和 61 年）労働者派遣法が施行

され、その後、規制緩和によって派遣労

働者数は 381 万人（08年 12月 26 日発表）へ

急増し、６兆円を越える産業となってい

ます。 

 

失業する自由度が高い派遣労働 

 急速な景気減速の中、自動車などで

「派遣切り」が相次ぎ、社会問題となり

ました。期間の途中で契約が打ち切られ、

寮からも追い出される。過酷な労働条件

で働かされる派遣労働者の姿がテレビ

で報道されています。 

 “自由度の高い働き方”と言われる派

遣ですが、年収291万円（厚労省05年調査）、

月収 20 万円程度（多くは交通費込み）

では、常に契約が切れないよう仕事を見

つけておかなければならなりません。 

 

派遣法の抜本改正を！ 

 派遣先の横暴、ダンピングによる賃金ダウン、違法な事前面接、

偽装請負、中途解約、細切り契約、そしてワーキングプアーの温

床とも言うべき日雇い派遣など、人権無視、使い捨て雇用を許さ

ないためには派遣法の抜本改正が必要です。 

 派遣切りや契約打ち切りから、正社員切りまで雇用トラブルが

深刻化する年度末。ひとりで悩まずお近くのユニオンへご連絡下

さい。解決方法を一緒に考えていきます。 
 

 

 

 

 
姫路市東延末 1-64 TEL079-288-1734/FAX079-288-1158 

派遣会社は 
ずばり！派遣で働くメリットは 
●仕事以外の生活とのバランスがとりやすい 

●専門知識、能力を活かした仕事が選択できる 

●特定の企業に拘束されない 

●本人の能力、実力に基づいて処遇される 
（97年発行 某求人誌より） 

と言うけれど 

自分の都合のいい時

間に専門知識や技術

を活かした希望の仕

事になんて就けませ

んよ。 

長期の海外旅行や集

中講座も無理です。 

身近な場所へ相談を！ 
 

尼  崎 06-6481-2341 
芦  屋 0797-23-8110 
神  戸 078-232-1838 
明  石 078-912-2797 
加 古 川 079-425-0532 
西  脇 0795-22-0681 
姫  路 079-288-1734 
篠  山 079-552-7010 
豊  岡 0796-22-6040 
ヘルパー 078-251-1172 
県内全域 078-251-1172 


